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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。  ⑤ページ 

 

 
｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 

⑫ページ   http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 

      ⑦保健センターの移転により健康診査等の会場が変わります           
 
 現在市内 3地区（友部、笠間、岩間）にある保健センターは、4月から「笠間市保健センター」

として集約し、「地域医療センターかさま」（笠間市南友部 1966-1）に移転します。お住まいの

場所によっては、ご不便をおかけすることがあると思いますが、ご理解とご協力をお願いします。 

【平成 30年度からの主な会場変更】 

 ○大人の健康診査等 

 友部地区 笠間地区 岩間地区 

健康診査 

保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

地域福祉センターともべ 

（旧友部保健センター） 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

笠間公民館 

地区公民館 

笠間ショッピングセンター

ポレポレシティ（ポレポレ

ルーム） 
地域福祉センターいわま

（旧岩間保健センター） 

健康相談 

（要予約） 
保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

笠間支所 2階会議室 

健康教室 笠間公民館 

※なお、保健センター（地域医療センターかさま内）で実施される「胃がん検診のない健康診査

（予約不要）」については、駐車スペースに限りがあり、会場内の混雑を防ぐため、対象地区

と受付時間を区切っています。健康診査のスムーズな進行のため、対象地区での受診にご協力

をお願いします。 

 ○お子さんの健康診査等 

 友部地区 笠間地区 岩間地区 

育児相談（要予約） 保健センター 

（地域医療センター

かさま内） 

笠間支所  

2階会議室 地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 
3～4か月児相談 

笠間公民館  

和室 

1歳児相談 

保健センター（地域医療センターかさま内） 
1歳 6か月児健康診査 

2歳児歯科健康診査 

3歳児健康診査 

※詳細は、平成 30年度 保健センター年間予定表をご覧ください。 

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 

        ⑧地域のラジオ体操に参加して地域ポイントを貯めよう          
 
 4月から、地域（企業を除く）のラジオ体操に 5日間参加すると、地域ポイント（KapoCa）が

1 ポイント貯まります。現在市内の会場でラジオ体操を実施していますので、皆さんも参加して

みませんか。 

方法 ・ラジオ体操ポイントカードは、健康増進課または各ラジオ体操団体の会長が交付します。 

・地域のラジオ体操に参加する際には、ラジオ体操ポイントカードを持参し、体操終了後 

に各ラジオ体操団体の会長から押印をもらってください。 

・ラジオ体操のポイントカードが貯まったら、市民活動課、健康増進課または各支所の窓口 

で地域ポイントカードと一緒に提出し、ポイントを移行してください。 

ラジオ体操実施会場 

団体名 場所 時間 備考 

美原ラジオ体操会 友部小学校グラウンド 午前 6時 25分～ 
毎年 12月～2月は午前 7時

から土・日曜日のみ実施。 

城南ラジオ体操会 城南・やきもの通り公園 午前 6時 25分～ 休み：毎年 11月～2月 

芸術の森ラジオ体操会 笠間芸術の森公園 午前 6時 30分～ 休み：毎年 1月 1日～3日 

※雨天の場合や季節によって、実施の有無や時間帯が変更される場合があります。 

※地域でラジオ体操を行っているグループがありましたら、健康増進課まで情報をお寄せください。 

問 健康増進課（友部保健センター内）℡ 0296-77-9145 

  ※4月から健康増進課は「地域医療センターかさま」に移転します。 

          ㉓耕作放棄地再生の取り組みを支援します              
 
 市では、年々増加している耕作放棄地の解消を目指し、耕作放棄地を農地として活用する取り

組みを行う方に対し、国および市の補助金を交付します。補助を受けて新たに耕作放棄地の再生

等を検討している方は、ご相談ください。 

問 農政課（内線 543） 

         ㉒農政課新規補助事業および廃止事業のお知らせ                 
 
 市では、効率的で実効性の高い行政運営を目指し、また、本年度より事務事業の見直しを実施

し、ビルドアンドスクラップを進めました。その中で、新規または廃止となった農政課補助事業

についてお知らせします。 

廃止事業 

（1）営農研修等受講料助成事業 

（2）農業近代化資金利子助成事業 

（3）遊休農地活用緊急対策事業 営農支援団体等補助金 

（4）新規就農者生活費支援事業 

（5）新規就農者家賃支援事業 

（6）笠間市土づくり運動推進事業 

（7）栗産地強化支援事業（栗並木補助） 

※国や県の補助制度で代替となるようなものもありますので、ご相談ください。 

新規事業 

（1）GAP認証拡大推進事業補助金 

  GAP認証を受けた方に対する認証取得のための環境整備や審査費用に対する補助です。ただ 

し、国の事業に採択された方を除きます。 

（2）栗生産規模拡大支援事業補助金 

  国の補助事業に該当とならない、農振農用地区外の栗畑を 10アール以上規模拡大を図る場 

  合に対する補助です。 

（3）栗農家ヘルパー活用支援事業補助金 

  国の補助事業と市の補助により 10アール以上規模拡大した農業者、農業者の組織する団体、 

公社、農業法人が、栗の生産に関わる作業を行う方を雇用した場合に対する補助です。 

（4）樹園地継承支援事業 

  苗を植えてから収穫まで年月を要する果樹農家の新規参入を支援するため、研修受入、研修、 

新規参入者に対する果樹園の貸借に対する補助です。 

（5）高性能機械導入支援事業 

  国の経営体育成支援事業採択者のうち、花き生産にかかる高性能機械の導入に対する補助です。 

問 農政課  

  廃止事業（1）～（5）、新規事業（4）（5）：内線 543 

  廃止事業（6）（7）、新規事業（1）～（3）：内線 528 


